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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,364人 減 5人
　　男 4,210人 減 8人
　　女 4,154人 増 3人
世帯数 4,612世帯 増 2世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,107 1,945 1,849 3,794
大賀郷 1,570 1,398 1,409 2,807
樫　立 305 285 281 566
中之郷 400 387 390 777
末　吉 230 195 225 420

８月中
の異動

はちじょうトピックス／町民体育大会　ほか

八丈町新庁舎

自治振興委員の集い

国保だより ほか／国民年金

教育委員会だより　ほか／母子保健　ほか

お知らせ掲示板

税のお知らせ　ほか／環境だより

参加しませんか？　募集しています

おじゃれ１１万人　ほか

青空に誓う  真っ向勝負！ 八丈島ジュニアベースボールクラシック野球大会　　
８８月月２２５５日（火日（火））・２２６６日（水）日（水）
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はちじょうトピックス

ジュニアベースボール／ドッジボール大会／島外体験学習

山梨の自然を体感！ ！　八丈町島外体験学習事業
　８月１７日（月）から２１日（金）まで、山梨県八ヶ岳にて、八丈町島外体

験学習事業が行われ、島内の小学６年生と中学１年生の２２名がキャン

プを行いました。

　火おこしや、野菜の収穫、乗馬、そばうちや、山梨県の中学生との

交流など、内容は盛りだくさん。

　先月号では山梨の子どもたちの来島の様子をお伝えしましたが、こ

うした直接的な体験が、より深い交流を育んでいくということを、改

めて認識させられます。

第１回八丈島アイランドカップ　ドッジボール大会
　８月２０日（木）、２１日（金）、南原スポーツ公園にて、第１回

八丈島アイランドカップ　ドッジボール大会が開催され、東

京都ドッジボール協会会長秋元司さんとともに都内の小学生

ドッジボールチームの選手・スタッフが約１３０名来島しました。

　２０日には、島内の小学生も参加し、一緒に練習を行ったり、

この夏の全国大会の優勝チーム「Ｓ・Ｋ・Ｙ」と交流試合も

行いました。「なげる・とる・よける」。言葉にすると簡単で

すが、全国トップレベルの技はやはり素晴らしいもので、島

の子どもたちも終始圧倒されていましたが、それでも笑顔で

交流を楽しんでいるようでした。

八丈島ジュニアベースボールクラシック野球大会
　８月２５日（火）、２６日（水）、富士野球場にて八丈島ジュニアベースボ

ールクラシック野球大会が開催されました。

　島外からの５チームと島内選抜の八丈黒潮ジュニアによる６チーム

のトーナメントで熱戦が繰り広げられ、東京都３位の実力を発揮した

国立クラブが優勝しました。

　試合以外にも、元巨人軍の宮本和知さんによる講演会や表彰式、チー

ムじまん発表やお楽しみ抽選会などを行った交流会が実施されました。

　交流会の企画の一つとして、事前に準備してもらった手作り名刺の

交換が行われましたが、他のチームの選手とはずかしそうに交換をし

ている様子が可愛らしく、印象的でした。

　第一回となった今大会。参加した島内外の球児たちの思い出に残る

ものになったのではないでしょうか。

　大会　　優　勝　国立クラブ（東京）
　結果　　準優勝　大磯山手スパークス（神奈川）
　　　　　ＭＶＰ　鈴木達也（国立クラブ）
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町民体育大会／退任のごあいさつ

三 根　開会式　午前９時　　富士中学校校庭
�プログラム
①ソフトボール　富士中学校・富士野球場

②バレーボール　富士中学校体育館

③ペタンク　　　三根小学校校庭

④ロードレース　富士中学校校庭スタート

⑤卓球　　　　　三根公民館

大賀郷　開会式　午前９時３０分 大賀郷小学校校庭
�プログラム
午前　宝ひろい・地区対抗リレー・綱引きほか

午後　５００ｍリレー・わっぱまわし

　　　　障害物リレー　ほか

樫 立　開会式　午前９時　　樫立運動場
�プログラム
午前　ゲートボール・宝ひろい・

　　　　スプーンレースほか

午後　バレーボール・グランドゴルフ・輪投げ

　　　　

中之郷　開会式　午前９時　　中之郷運動場

�プログラム
午前　ドッヂボール・ホームラン大会

　　　　ビーチボールバレーほか

午後　宝ひろい・グランドゴルフ・フットサル

　　　　

末 吉　開会式　午前９時　末吉小学校校庭

�プログラム
午前　ゲートボールリレー・子どもたちの競技・

　　　　一般競技　ほか

午後　ソフトボール・バレーボール・

　　　　ゲートボール・グランドゴルフ

■問い合わせ
�教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

�各出張所（大賀郷地域は総務課庶務係まで）
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　平成１３年から８年７か月町立病院長を勤めさせて

いただき、皆様のお蔭で大過なく９月末で退職させ

ていただくことになりました。退職後も月に数日間

来島して外来診察と釣りをしたいと考えています。

釣り場でお目にかかった際には、よろしくお願い致

します。

……………………………………………………………

　町立病院は昭和４１年５月に設立され、本年９月末

で４３年４か月たちました。そのうち常勤の院長がい

たのは１５年４か月で、他の２７年８か月は名目だけの

非常勤院長でした。設立当初は一、二か月交代の若

い三名の医師で診察が行われ、心細い状態であった

と思われます。

　私が着任した時は二名の内科医と産婦人科医、小

児科医が常勤で、他に内科医と外科医が一名ずつ三

か月、四か月交代で大学から派遣されておりました。

しかし、前半の四年間では、医師、理学療法士、看

護師等の欠員もでて、後任探しに町長、企業管理者

ともども苦労がありました。後半の四年間には、力

強いスタッフが揃い、日本で最も医療の充実した島

と誇れるようになりました。また、市町村病院の弱

みであります事務部門については、当院でも例外で

はありませんでしたが、かなりの改善がなされまし

た。

　ここまで来るには東京都の物心両面にわたる配慮、

応援を受けました。更に特筆すべきは日本医科大学

が当院創立以来４３年間切れることなく医師の派遣に

尽力くださり、町として深く感謝すべきことであり

ます。私個人としましても、関係者各位に感謝申し

あげます。

　さて、１０月から村井産婦人科医を院長として診療

を行っていくことになりました。皆さんの協力をい

ただき明るい病院であるよう祈っています。

　町民の皆様の御健勝を念じています。

退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごあああああああああああああああああああああいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいさささささささささささささささささささささつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ　　町立八丈病院院長　大谷　信一

主催：各地域実行委員会 共催：八丈町・東京都教育委員会

各地域で町民体育大会が次のとおり行われます。さわやかに汗を流し、親睦を深めましょう。
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八丈町新庁舎 位置図

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびび集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設のののののののののののののののののののの基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図がががががががががががががががががががが完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成ししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた八丈町新庁舎及び集会施設の基本設計図が完成しました
　町では、新庁舎及び集会施設の建設に向けて、平成２４年度の供用開始を目指し取り組んでいます。
昨年度から委託しておりました基本設計業務が終了し、次のとおり基本設計図が完成しました。
　つきましては、八丈町新庁舎及び集会施設の基本設計に係る住民説明会を開催します。皆さんの
ご参加をお待ちしています。

八丈町新庁舎及び集会施設の基本設計に係る住民説明会
　日　　時　１０月２３日（金）午後７時から
　場　　所　保健福祉センター
　■問い合わせ　企画財政課企画情報係　内線３０１

八丈町新庁舎及び集会施設建設　今後のスケジュール
　実施設計　平成２１年９月～平成２２年６月
　造成工事　平成２２年６月～平成２２年１１月
　建築工事　平成２２年１２月～平成２４年３月

イベント

 広　場

建造物区域

駐車場

至 八丈植物公園

八丈町新庁舎

建設予定地

至 八重根方面

至 底土方面

八丈町庁舎

八丈町新庁舎　位置図

八丈町商工会

子ども家庭支援センター

集会施設

八丈町シルバー

人材センター 新庁舎機能部分
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八丈町新庁舎 基本設計図

八丈町新庁舎　基本設計図

１階

２階

執務スペース

議
場

会
議
室

執務スペース

執務スペース

相談室ト
イ
レ

印
刷
室

八丈町商工会

子ども家庭
支援センター

研修室

ホール
中 庭

倉庫

食　堂

倉庫 倉
庫

宿
直
室 正面玄関

倉庫

集会施設部分

消防車庫

ゴミ置き場

防災倉庫

駐車場･駐輪場

会議室
ギャラリーほか

八丈町シルバー

人材センター

駐車場

イベント広場

相
談
室

ト
イ
レ

集会施設部分

副町長室 町長室

議長室 議員控室

ＥＶ

ＥＶＥＶ

給湯室 相談室

階段

階段

階段

階段 相談室

給湯室

ロッカー

休憩室
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９月４日（金）に行われた「自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い」での意見交換会は次のとおりです。

三根地域
質問１　ゴミの不法投棄について。最近、ゴミの不法投棄が目立ち、海岸線や山際に捨てられています。

クリーンな島のイメージからしてもゴミの不法投棄のないよう町からの強い指導をお願いします。

回　答　八丈町では、広報「はちじょう」等において不法投棄防止の呼びかけをしています。悪質な事例

は警察署との連携を図り不法投棄した者を特定し現状復帰をさせる対応もしています。

質問２　地区の見直しについて。三根地域の小さな地区では、高齢化が進むにつれ、葬儀の手伝い、運動
会への参加、振興委員の選出などが困難な事例が出ています。今後、地域の規模によって統合合併

あるいは分割するなど全体的な地区割りの見直しを行う予定があるのか町の考えをお聞かせくださ

い。

回　答　町としては地区についての統合、合併、分割等の全体的な見直しは、考えておりません。この問

題は、慣れ親しんだ地区名やその地区の決め事等などがありますので、町主導のもと見直しを行う

ものではなく、その地区の方々で考え決めていただきたいと思っております。地区住民の皆様の合

意のうえで、隣接した地区が統合して、新たな地区にということであれば町は了承していくという

ことです。なお平成１６年３月に、大賀郷地域の向里１と向里２地区の合同総会が開かれ、その結果、

合併し「向里」として現在に至っています。

質問３　短期間滞在者のゴミ処理の周知徹底について。アパートや寮のある地域では時期によっては短期
間滞在者が増減する現象がありゴミの集積方法を全く知らない方がかなりいます。こうした方々に

ついてアパートや寮の管理責任者に町で周知を徹底して頂きたい。一方八丈島でもゴミの有料化に

ついて検討していると聞いているが、今後実施に向けて町民に対する説明会をどのように考えてい

るか伺いたい。

回　答　短期間滞在者のゴミ処理については、周知が行き届かないこともあろうかと思います。このよう

な方々の把握は、アパートや寮の管理責任者や雇用主等と思われますが、八丈町としての基本的情

報伝達手段は広報「はちじょう」となります。今後も広報「はちじょう」にてアパートや寮の管理

責任者も含め住民の皆さんにわかりやすくお知らせするよう工夫いたします。次に、ゴミの有料化

の検討状況につきましては、有料化を含めゴミ問題を考えるためには、住民の皆さんとの合意と浸

透をいかに図るかがポイントとなるため、１０月にも住民の皆さんと意見交換会を催す予定です。

質問４　ふれあいの湯の修繕について。ふれあいの湯において、４年ほど前からタイルが剥がれており、
利用する人に危険もあるので、早急な修繕をお願いしたい。

回　答　現地に行って確認したところ、男湯・女湯において破損している箇所が複数ありました。早速、

９月中に５日間、ふれあいの湯を臨時休業いたしまして張り替えをする予定です。

質問５　防災無線の放送内容について。防災無線の放送は防災目的で始まったと聞いています。しかし現
実には船の発着時間、イベントの一部、選挙投票率等の放送をしていますがどのような取り決めが

あるのでしょうか。

回　答　放送は電波法に基づき、八丈町防災行政無線局運用規定、細則を定め、そのなかで放送事項など

の取り決めをしています。放送にあたっては、その運用細則に定められている行政の普及や公共的

機関からの周知連絡による広報活動と緊急性とのバランスを考えながら行ってまいります。

自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い
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大賀郷地域
質問１　犬の糞を放置する飼い主対策について。東京都や八丈町でも、園地等に注意喚起の看板の設置や

町広報及び予防接種時の啓発活動を実施されていますが、依然として糞被害は後を絶ちません。さ

らなる効果的な対策をお願いいたします。

回　答　町は広報や立て看板、ホームページによるマナー向上の注意喚起や予防接種時の啓発活動等行っ

ています。特に糞被害に重点をおいて、８月の広報紙に折り込みとしてＰＲをおこなったところで

すが、年何回かは折り込みを行っていきたいと思います。さらに、９月の動物愛護週間に合わせ、

防災無線による子ども達の声でのＰＲも考えています。また、糞被害防止のよびかけ看板１０枚を新

たに設置し、啓発用のたすきも購入する予定です。児童生徒へのポスターによる啓発活動について

は今後検討させていただきたいと思っています。

質問２　観光案内板等の増設及び充実について。東京都や八丈町が全島に設置している地点標及び観光案
内板を増設及び充実していただくようお願いします。

回　答　観光案内板につきましては、一昨年６か所（三根２、大賀郷４）、昨年８か所（三根３、大賀郷

２、樫立１、中之郷１、末吉１）を設置いたしました。今年度も２か所（大賀郷１、中之郷１）を

設置予定です。

　　　　なお、八丈支庁で管理している地点標については、道路整備の進捗に合わせ新設移設を検討する

こと、劣化や損傷の著しい箇所は、状況等を調査して対応を検討するとのことです。

質問３　街路灯の設置について。あさぬま商店から公園へ抜ける新しい道路に街路灯の設置をお願いいた
します。

回　答　建てるように進めてまいります。公園敷地と民有地があり設置場所を調整するのでしばらく時間

がかかります。

質問４　西見地区の道路整備について。都道の老人ホーム入り口前に抜ける空港滑走路脇道路は、一部舗
装になっていますが未舗装部分があり雨の後などは、水溜りができたり、砂利が流れたりで交通に

支障が出ています。行き交う車も多くなってきており、早急に舗装をお願いします。

回　答　未舗装部分は空港の管理道路ですが、今回のご要望を踏まえ、港湾局と早期に調整を行い、早急

な対応が図れるよう努めます。

質問５　大中上交差点から八戸五差路までの側溝の蓋設置及び今後の道路整備について。当該道路の側溝
は、大雨になると水の流れも速く、蓋がないと危険です。通学路として多くの児童生徒が利用する

ことから、早急に対応をお願いいたします。

回　答　該当道路は本年４月に都道に編入されたところで、八丈支庁としては現在整備計画のための基礎

資料の収集を行っております。今後現地の状況等を確認するなどして対応を検討していきたいとの

ことです。

質問６　自動販売機の設置場所における容器回収箱等の設置について。道路脇等への空き缶のポイ捨てが
目立ちます。島内の大部分の自動販売機の横には、容器回収箱等が設置されていないので、一部そ

の要因となっているのではないでしょうか。自動販売機設置者に対し、容器回収箱の設置を指導す

るようお願いいたします。また、他に解決策があれば、お示し願います。

回　答　以前にも広報「はちじょう」で掲載していますが、空き缶のゴミ箱に空き缶以外のものを平気で

捨てていく事例が後を絶たないことや、海水浴場のゴミ箱もまったく分別されていない状況だった

こともあり、ご指摘のようなポイ捨ての懸念がある一方で、観光地として、観光客の方でも住民の

方でも「ゴミを持ち帰る」を基本としています。今後も「ゴミの持ち帰り」を基本とするよう広報

「はちじょう」等で周知啓蒙を続けてまいります。

自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い
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国保だより ほか

被保険者証の更新
　１０月１日から保険証が一斉更新となりました。新しい被保険者証を９月下旬に郵送しましたので、ご確

認ください。もし、まだ届いていないという方は、ご連絡ください。

　なお、国保税を滞納されている方には文書で通知したとおり、税の納付相談の後に交付することとなり

ますので、お早めに税務課税務係へお越しください。

出産育児一時金の支給額と支払方法が変わります

　　　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

　　　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。

　　　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

※その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、いつでもご相談ください。

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５

４万円引上げ、 原則４２万円 となります。

※産科医療補償制度に加入する病院など

において出産した場合に限ります。

　それ以外の場合は３９万円となります。

① 支給額が変わります

まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
（原則４２万円の範囲内で、医療保険者から病院などに出産育児一時金を直接支払う仕組みに

変わります。）

※出産費用が４２万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院など

にお支払いください。また、４２万円未満の場合は、その差額分を医

療保険者に請求することができます。

※出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを

望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法を

ご利用いただくことも可能です。（ただし、出産費用を退院時に病

院などに一旦ご自身でお支払いいただくことになります）

② 直接支払制度が実施されます

４日～６日
●ANA８２２便にて上京

●「島じまん２０１０」実行委員会

●東京都島嶼町村会町村長会議

●東京都町村長及び町村議会議長合同会議

●東京都予算編成に対する要望活動

●ANA８２３便にて帰島

町長上京日記 ８月
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国民年金
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「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます

　国民年金保険料は、全額が確定申告や年末
調整の社会保険料控除の対象です。
　確定申告などで社会保険料控除の申告をす
る際には、納付した国民年金保険料の証明と
して、「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」の添付が必要です。１１月上旬に社会
保険庁から送付されるので、１０月以降に納付
した保険料の納付書とともに、大切に保管し
てください。

国民年金
■住 民 課 国 保 年 金 係■　内線２３６
■港 社 会 保 険 事 務 所■　電話　０３－５４０１－３２１１
■社会保険庁ホームページ■　http://www.sia.go.jp/
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老齢厚生年金などの受給者の皆さんへ
～扶養親族等申告書をお送りします～
　老齢または退職を支給事由とする年金は、
雑所得として所得税が課されます。
　社会保険庁は、年金を支払う際に所得税を
源泉徴収することになっており、平成２２年分
の年金にかかる所得税を計算するため、対象
となる方には１０月下旬に社会保険業務センタ
ーより扶養親族等申告書が送付されます。
　この扶養親族等申告書を提出することで各
種控除が受けられますが、提出がない場合
は、提出した場合に比べて多くの所得税が源泉
徴収されますので、必ず提出をお願いします。
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老齢福祉年金について
　老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した当時
（昭和３６年４月）すでに高齢で、老齢年金の受給
資格期間を満たすことができない方に対して、全
額国庫負担により支給される年金です。

●該当される方
①生年月日が明治４４年４月１日以前の方
②保険料納付済期間が１年未満であり、保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間
が生年月日に応じて次の期間を超えている方

　ただし、受給する本人が他の年金を受けてい
る、海外に居住している、配偶者または扶養義務
者の前年の所得が限度額以上ある場合は、年金の
支給が停止されます。
　なお、受給手続きは住民課国保年金係まで。

明治４５年４月１日以前生まれ ………………４年

明治４５年４月２日～大正２年４月１日 ……５年

大正２年４月２日～大正３年４月１日 ……６年

大正３年４月２日～大正５年４月１日 ……７年
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「ねんきん定期便」をお届けしています
　社会保険庁では、被保険者の皆さんの保険料納付実績などを記載した「ねんきん定期便」の送付
を、４月から行っています。受け取られた際には、加入記録・記載内容を十分に確認し、訂正があっ
た場合は、同封の「年金加入記録回答票」に記入して、返送してください。

ねんきん定期便に関する問い合わせ
　電話　０５７０－０５８－５５５（ＩＰ電話・ＰＨＳからは　０３－６７００－１１４４）
　受付時間　・月曜日から金曜日　午前９時～午後８時
　　　　　　・第２土曜日　　　　午前９時～午後５時

※祝日はご利用いただけません。また、「ねんきん特別便」に関する問い合わせも、この番号で引き続き受け付けています。

ねんきん定期便
専用ダイヤル

水色の用紙の「年金加入記録回答票」が同封されている方は、「もれ」や「誤り」の有無に

関わらず回答していただく必要があります。同封の返信用封筒で、返送をお願いします。
重要
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税のお知らせ ほか

税のお知らせ税のお知らせ ■問い合わせ■　税務課税務係　内線２２１

平成２１年分　年末調整などの説明会
　

　今年も、年末調整を行う時期となりました。多くの給与

所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納

税が完了し、改めて確定申告をする必要がなくなります。

この意味からも大切な手続きと言えます。

　今年の年末調整の手続きと関連書類作成についての説明

会を次のとおり行います。事業所、個人事業者の方など、

年末調整を正しく行うためにもぜひご出席ください。

　■日時　１１月１９日（木）午後１時３０分～午後４時　　■場所　保健福祉センター

年末調整とは…
　給与の支払を受ける一人ひとりにつ
いて、毎月の給料や賞与などの支払い
の際に源泉徴収した税額と、その年の
給与の総額について納めなければなら
ない税額（年税額）を比べて、その過
不足額を精算するものです。

個人住民税の納税義務のある公的年金受給者の方へ
　

　平成２１年１０月から、公的年金などの所得に係る個人住民税のお支払い方法が変わります。公的年

金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、公的年金から特別徴収（※）されます。

※特別徴収とは、住民税を年金から引き落として市町村へ直接納めることです。納税方法が変更となる
ものであり、この制度による新たな税負担は生じません。

●特別徴収となる方 ……平成２１年４月１日現在で６５歳以上の公的年金受給者であり、その年度の個

人住民税の納税義務のある方で、かつ年額１８万円以上の老齢基礎年金、ま

たは老齢年金、退職年金などを受給している方

●特別徴収となる税額 …厚生年金、共済年金といった公的年金などに係る所得額に応じた税額です。

ただし、その税額は老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などから特別

徴収されます。（この制度の対象とならない方は普通徴収となります。）

�
８
月
の
主
な
会
議
�

議　　題　　等会　議　名日

給水停止事務手続規程について　ほか庁議３日

八丈町新庁舎建設について　ほか八丈町議会議員全員協議会７日

八丈町新庁舎建設について　ほか課長連絡会議１０日

平成２２年度使用中学校用教科書の採択について　ほか八丈町教育委員会第５回定例会１１日

八丈町新庁舎及び集会施設の管理・運営などについて　ほか課長連絡会議２０日

農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について
（利用権貸借）　ほか

八丈町農業委員会第５回総会２５日

町道の路線の廃止について　ほか経済企業委員協議会２８日

　八丈町では、左記のとおり

義援金の受付を行いました。

皆さんの温かいご協力ありが

とうございました。

送金先義援金総額受付期間義援金名
山口県共同募金会５４,４６４円８月３日～２１日山口県７．２１大雨災害義援金
福岡県共同募金会５３,２７３円８月７日～２７日福岡県７月豪雨災害義援金

義援金受付報告義援金受付報告ご協力
　ありがとうございました！ 義援金受付報告義援金受付報告義援金受付報告
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●住民懇談会 ～「ゴミ減量化」を考える～ を開催します
　八丈町ゴミ処理問題協議会では、「八丈町でのゴミの有料化をどう考えるか」や、また広報６月号の広聴はが

きにて寄せられた「ゴミの有料化に対するご意見・ご要望」について検討しています。

　今回、さらに多くの皆さんの声を伺うため、次のとおり住民懇談会を開催します。

　　１０月７日（水）　末吉公民館　　　　１０月１５日（木）　三根公民館
　　１０月１３日（火）　樫立公民館　　　　１０月２１日（水）　大賀郷公民館
　　１０月１４日（水）　中之郷公民館
　　※会場はいずれも２階和室、午後２時からと午後７時からの２回行います。

●浄化槽をお使いの皆さんへ…東京都からのお知らせ
　１０月１日は、「浄化槽の日」です。

　浄化槽は、し尿や生活排水を処理する施設です。しかし、適正な維持管理を行わないと十分な機能を発揮でき

なくなります。浄化槽法では、浄化槽の使用者が行うべき３つの義務を定めていますので、確実に実施してくだ

さい。（詳しくは、広報はちじょう９月号をご覧ください。）

　なお、法定検査が未受検の場合、東京都より指導する文書が届く場合があります。

　また、浄化槽の管理者（所有者）に変更があった場合や、浄化槽を廃止した場合は、３０日以内に東京都への届

出をお願いします。

■問い合わせ■　東京都環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課施設審査係　　電話　０３－５３８８－３５８３（直通）

●ゴミの不法投棄
　家庭から出される燃えるゴミや使用済み自動

車、廃家電品などの不法投棄が見受けられます。

　不法投棄は、八丈島の自然にも悪影響を与える

行為で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違

反し、罰則は５年以下の懲役もしくは１,０００万円

以下の罰金、または両方を科せられます。

　「不法投棄の行為を見た」、「不法投棄されてい

る」などの情報をお寄せください。皆さん一人ひ

とりの不法投棄に対する意識の向上で、不法投棄

をなくしましょう。

●ゴミの出し方の周知
　八丈町では、住民票の異動を伴う転入者にはゴミの分別

表をお渡ししていますが、短期間の就労での滞在者は、住

民票の異動を伴わないことが多いため、ゴミの出し方など

について周知が行き届いていないことが考えられます。

　こうした方々には、アパートや寮の管理をされている方

や雇用する方からの周知（ゴミの分別表の配布など）な

ど、ご協力をお願いします。

　また、宿泊施設に泊まっている方々に

ついては、特にポイ捨てをしないよう

に、宿泊施設での周知をお願いします。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�

第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００回回回回回回回回回回回回回回回 管管管管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理理理理型型型型型型型型型型型型型型型最最最最最最最最最最最最最最最終終終終終終終終終終終終終終終処処処処処処処処処処処処処処処分分分分分分分分分分分分分分分場場場場場場場場場場場場場場場建建建建建建建建建建建建建建建設設設設設設設設設設設設設設設へへへへへへへへへへへへへへへののののののののののののののの経経経経経経経経経経経経経経経緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯（（（（（（（（（（（（（（（要要要要要要要要要要要要要要要旨旨旨旨旨旨旨旨旨旨旨旨旨旨旨）））））））））））））））

　これまで、管理型最終処分場の建設に向け、施設内

容などをご紹介してまいりましたが、ここで、建設計

画のこれまでの経緯について改めてお伝えします。

　まず、八丈町のゴミの現状や他島の町村の状況を鑑

み、要請書に記述されている不慮の事故や自然災害な

どを危惧するより、「処分場がないことのリスク」を

回避することが先決との考えから、計画を進めてまい

りました。

　建設地の選定については、各種法規制・立地特性等

を検証したうえで選定し、八丈島内で半径２㎞以内に

水源が存在しないことも含め、末吉水海山集落跡地を

適地と判断しております。

　このほか、最終処分に関する事業は８町村の共同事

業であり、８町村の財政能力の十分な検討、合意に基

づき、進めているものですので、住民の皆様のご理解

をお願いいたします。
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教育委員会だより ほか

より良い授業を目指して
　八丈町教育委員会では「児童・生徒の自ら学
ぶ力の育成」「基礎的・基本的な学力の向上」
を目指した教育活動を推進しています。
　その一環として、各小・中学校において各教
科の課題や指導方法についてわかりやすくまと
め、『授業改善推進プラン』として作成します。
このプランに基づき、各学校でより良い授業を
進めていきます。
　『授業改善推進プラン』は、保護者の方々に
学校だよりなどを通してお知らせするほか、各
学校のホームページにも掲載します。

　今年２月「八丈方言がいずれ消滅する」というユネス

コの調査が発表され、新聞にも大きく報道されました。

教育委員会でも、島の文化のひとつである「八丈方言

（島ことば）」を知ってもらい、少しでも関心をもっても

らおうと考え、取り組みを始めました。

　その取り組みのひとつを紹介します。「劇団かぶつ」

が、「大きなかぶ」という物語を、八丈方言で脚本を書

き、劇にして上演します。上演は、島の各小学校を会場

として、島の子どもたちに島ことばによる劇を見てもら

い島ことばに関心をもってもらおうという企画です。

　第１回公演は９月１６日（水）に大賀郷小学校で行われ

ました。他の小学校の上演日程は、１２月以降になります

が、「教育委員会だより」で紹介しますので、興味のあ

る方は会場にお越しください。上演時間は４０分程度で

す。（保護者以外の島民の方は事前に学校へ連絡してく

ださい）

＊「劇団かぶつ」とは昨年６月に発足した高齢者の素

人劇団。認知症予防のために芝居をしながら島に貢

献したいという仲間が集まり、劇をつくって上演を

めざしています。

＊「大きなかぶ」は、小学校１年の教科書にも載って

いる物語で、おおきなかぶをみんなでぬこうという

お話です。

八丈方言にふれよう　「劇団かぶつ」による島ことば劇「大きなかぶ」　　

図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららららららののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
●カウンターから　 特別整理休館のお知らせ 
　１０月１３日（火）から２７日（火）まで、蔵書点検のため休館し
ます。「蔵書点検」とは、図書館にある図書の所蔵データと、
現物をつき合わせる作業です。年に一度、この作業を行う必要
があります。
　皆さんが読みたい本を確実にお届けするための大切な作業で
す。ご理解、ご協力をお願いします。

●今月のおはなし会……１０日（土）午後２時～３時　こどものほんのへや
●休 館 日………………毎週月曜日・１３日（火）～２７日（火）※特別整理休館
●開館時間………………午前９時３０分～午後５時

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

　八丈町教育相談室…………毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
　　　　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ　２－０５９１　　E-mail　soudanhachijo@ybb.ne.jp

１０月の学校行事

小学校

�セーフティ教室 ２日（金）三原小
�連合音楽会（全小学校参加） ９日（金）三根小
�学校公開 １９日（月）～２３日（金）大賀郷小

中学校

�八丈管内中学校陸上競技記録会（全中学校）
 ４日（日）三原中
�道徳授業地区公開講座 ２５日（日）三原中
�学校公開 ２５日（日）～３０日（金）三原中

●新着図書ピックアップ
『あるキング』伊坂幸太郎／著　
『ルポ産科医療崩壊』軸丸靖子／著
『少年柔道基本げいこ』中西英敏／著
『１０ぴきのかえるのおつきみ』仲川道子／著
＊八丈町ホームページに新着図書一覧が

掲載されています＊
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母子保健 ほか

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　電話　２－５５７０

今月の健康診査　　会場：保健福祉センター　　※健診の対象者には個別通知します

　３－４か月乳児・産婦健康診査…１３日（火）　午後１時１５分～１時４５分　受付
　　�対象…平成２１年５月１９日～平成２１年７月１３日生まれの乳児

　４歳児歯科健康診査………………１４日（水）　午前９時１５分～１０時　受付
　　�対象…平成１７年７月２日～平成１７年１０月１４日生まれの幼児

すくすく相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　１０月２０日（火）　午前９時３０分～１１時３０分
　日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養

士・歯科衛生士が応じます。母子健康手帳を持参してください。

もぐもぐ離乳食　　会場：保健福祉センター

　１０月２１日（水）　午前１０時００分～１１時３０分
　　�対象…７～１１か月頃のお子さんと保護者

　離乳食の調理実習を行い、試食をします。母子手帳とエプロン、必要な方はおんぶ紐を持参してく

ださい。保育コーナーもあります。

巡回児童相談会を実施します
　東京都児童相談センターの児童福祉司や児童心理

司が、児童の健全育成に関するご相談に応じます。

身体・知的障害、発達障害についてや、家出・暴力な

どの非行、不登校についてなど児童の育成に関する

心配ごとのある方は、この機会をぜひご利用ください。

※電話による事前予約も行いますが、当日直接お越しいた

だいてもご利用いただけます。

●日　時●　１０月２９日（木）午前８時３０分～午後５時

●場　所●　八丈町保健福祉センター

■申し込み・問い合わせ■　　　　　　　　

八丈支庁総務課福祉係　電話２－１１１２

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日 平日　午前９時～午後５時
 （土日、祝日、年末年始はお休みです）
　

�就学前のお子様の身体測定　１３日（火）～１６日（金）
　　※水曜日は催し時間以外になります。

■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話　２－４３００

�交流ひろばの催し 　毎週水曜日　午前１０時２０分～
１０月７日　新聞紙で遊ぼう
　　１４日　ミニ運動会
　　２１日　製作・「チュンチュンすずめ」
　　２８日　製作・秋の壁飾り
　
�そのほか催し
１０月１５日（木）絵本＆紙芝居　　　午前１０時２０分
　　２７日（火）ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分

�　

１０月１４日（水）・２８日（水）
午後２時３０分～３時（予約制）

場所　町立八丈病院小児科
　
　町の集団接種（ＢＣＧ・ポリオを除く）
を受けられなかった方
で接種を希望される
方は、予約をしてくだ
さい。
　受付締切は、接種希
望日の１週間前です。

■予約受付・問い合わせ■
　健康課保健係　電話　２－５５７０

予約制予防接種
（麻しん風しん混合・二種混合・三種混合）

親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子ででででででででででででででででででででで楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししををををををををををををををををををををを
企企企企企企企企企企企企企企企企企企企企企画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画しししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひ

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお越越越越越越越越越越越越越越越越越越越越越しししししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
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定額給付金／都市計画案の公告・縦覧

忘忘 れれ てていいまま せせ んんかか ？？ 定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請
申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申 請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請 受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受 付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付 期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期 限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限 ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ 火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火 ）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

 

●問い合わせ●　企画財政課企画情報係　内線３０１

　すでに９割以上の方が申請を済ませています。まだ申請されていない方は、町役場企画財政課及

び各出張所にて、お早めに手続きをしてください。

　申請受付期限を過ぎると、給付を辞退したものとみなされますのでご注意ください。また、申請

書を紛失してしまったときや、届いていない場合など、ご不明な点がある場合は下記までご連絡く

ださい。

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案ののののののののののののののののののののの
公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付のののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

 

「都市計画法１７条」に基づく、八丈町汚泥再生処理センター都市計画案の公告・縦覧及び意見書の

受付を下記のとおり行います。

１．縦覧期間及び：１０月１６日（金）～３０日（金）

意見書の提出 午前８時３０分～午後５時

２．縦 覧 場 所：八丈町役場・各出張所

３．縦 覧 方 法：上記場所での縦覧とします。

なお、本計画案の貸出は禁止としますが、

複写（有料）及び写真撮影は認めます。

４．意見書記載事項：住所及び氏名を記入のう

え、本計画案に関する意見をご記入くださ

い。様式は任意としますが、住所・氏名の

ないものは無効とします。

５．今後の予定について

東京都都市計画審議会付議

（都市計画法１８条）

…平成２１年１２月２２日予定

都市計画答申（都市計画法１８条）

…平成２１年１２月下旬予定

都市計画決定・告示（都市計画法２０条）

…平成２２年１月中旬予定

○意見書提出方法： Eメール、ＦＡＸ、郵送または直接持参ください。　

○意見書提 出 先：  〒１００－１４９８　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５番地１
八丈町役場　企画財政課企画情報係
FA X　04996 － 2 － 3874
Eメ ー ル　ha130@ town.hachijo.tokyo.jp

お知らせ掲示板（つづき）おおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせ 掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲 示示示示示示示示示示示示示示示示示 板板板板板板板板板板板板板板板板板
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子育て応援特別手当／町立保育園代替職員

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ててててててててててててててててててててててててててててててて応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当（平成 ２１年度版）のののののののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
 
　幼児教育期の子育ての負担に配慮する観点から、平成２１年度限りの措置として、対象となるお子
さん一人当たり３万６千円が支給されます。

平成２１年度において、小学校就学前３年間に該当するお子さん
（生年月日が平成１５年４月２日から平成１８年４月１日のお子さん）　

　対象となるお子さんと同居している世帯主が、平成２１年１０月１日現在住民
登録をしている市区町村に対して申請を行うことが必要です。手当の受け取
りは原則として口座振り込みで、一回払いとなります。
　また、申請受付は平成２１年１２月中旬以降に開始する予定です。対象となる
お子さんと同居している世帯主には、町より通知する予定です。

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２

町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園 代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
 
　登録した方の中から、臨時でお願いすることになります。

■ 職　　種　　臨時保育士　及び　臨時調理員　　　　■ 必要書類　　履歴書（町指定の様式）

　履歴書は八丈町ホームページ（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）からダウンロードするか、

住民課厚生係で受け取ってください。

※保育士、または調理師の資格をお持ちの方は、必ず資格証をお持ち下さい。

●申し込み・問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３１

支給対象と
なるお子さん

申請手続き

○事前申請書は、次の書類の添付が必要です。
�ＤＶ被害者であることが確認できる書類
（対象となるお子さんについても記載されて
いることなど、必要な事項があります。）次
の三点のうち、いずれかをご用意ください。
・配偶者暴力相談支援センターの発行す
る証明書

・婦人相談所の発行する証明書
・保護命令決定書の謄本または正本

�振込先となる口座の通帳の写し
○事前申請書に基づき、住民登録をされてい
る市区町村へ連絡し、支給対象者を世帯主
から、ＤＶ被害者の方に変更します。

○事前申請書に記入された今お住まいの住所

などの情報は、住民登録をされている市区
町村へは知らせません。

○手当は、現在住んでいる市区町村ではなく、
住民登録がされている市区町村から支給さ
れます。また、支給の時期は各市区町村に
より異なります。

○１０月３０日を過ぎると、事前申請を受け付け
ることができず、住民登録がされている市
区町村へ郵送により申請を行うことになり、
事前申請と同じ書類の添付が必要となりま
す。
※世帯主からの申請が受け付けられる前に、
申請を行うことが必要となりますのでご
注意ください。

どうしても今お住まいの市区町村に住民登録できないＤＶ被害者の方
事前申請を１０月１日から１０月３０日まで受け付けます。「事前申請書」を、今お住まいの市区
町村へ提出してください。（事前申請書は住民課厚生係のほか、各都道府県などの配偶者暴力
相談支援センター、婦人相談所、厚生労働省ホームページなどで手に入れることができます。）
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お知らせ掲示板（つづき）

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス ～～申申しし込込みみははおお済済みみでですすかか？？～～
 

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんなななななななななななななななななななななででででででででででででででででででででで気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気をををををををををををををををををををををつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよううううううううううううううううううううう 犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬ののののののののののののののののののののの散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩マママママママママママママママママママママナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

　

●問い合わせ●　健康課保健係 �２－５５７０

東京都シルバーパス／八丈町老人優待乗車券／犬の散歩マナー

　東京都シルバーパスは、満７０歳以上の都民の

皆さんの積極的な社会参加を支援するために、

東京都の支援のもとに実施している制度で、申

し込みにより発行されます（寝たきりの方は除

きます）。

　パスの発行を希望される方は、右記のものを

用意し、受付窓口で申し込んでください。

●問い合わせ● 企業課運輸係　内線３２１

申し込みに必要なもの
・住所・氏名・生年月日が確認できる書類

　（健康保険証や、運転免許証など）

・平成２１年度の区市町村民税が非課税の方は、

課税状況が確認できる書類
（住民税非課税証明書、介護保険料納入通知書など）

申し込みに必要な費用
・住民税が非課税の方　　　　　１，０００円
・住民税が課税されている方　２０，５１０円
利用できる期間
　平成２２年９月３０日まで

受付窓口
　企業課運輸係（大賀郷地区の方）・各出張所

※１１月以降は、企業課運輸係のみで受け付けます。

満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上ののののののののののののののののののののの方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ 八八丈丈町町老老人人優優待待乗乗車車券券
 

　満６５歳以上の方は、申し込みにより八丈町営バ

スを利用できる「八丈町老人優待乗車券」が発行

されます。対象となる方は、６５歳から６９歳までの

方で、次の負担金をいただきます。

①平成２１年度市区町村民税が非課税の方  １，０００円
②平成２１年度市区町村民税が課税の方　２０，５１０円
③平成２１年度市区町村民税が課税である

が、前年の合計所得金額が１２５万円

以下（税制改正の経過措置対象）の方  １，０００円
交付窓口　
各出張所（大賀郷地域の方は八丈町保健福祉センター）

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係 �２－５５７０

利用できる交通機関
八丈町営バス・都内路線バス・

都営地下鉄・都電

　最近、公園などで犬の糞を回収しない飼い主

がいます。公共の場所に放置された糞は、不快

で不衛生なので、みんなが困っています。糞は

飼い主の責任で持ち帰り、処理をしてください。

　また、トラブルや誤解を招かないために、飼

い犬の散歩の際には、袋やスコップを用意し、

必ずリード（引き綱）をつけましょう

申し込みに必要なもの
①住所、氏名、生年月日が明記された

　本人を確認できる書類（保険証、免許証など）

②（更新の方のみ）平成２１年９月３０日まで有効の
老人優待乗車券

③発行に必要な費用

④印鑑

⑤（費用１,０００円の方のみ）平成２１年度市区町村
民税が非課税であること、または前年度の合

計所得金額が１２５万円以下であることを確認

できる書類（介護保険料納入（決定）通知書、

または市区町村民税非課税証明書など）
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障害者手当のご案内／臨時職員登録

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内　　　　●申し込み●　健康課保健係　�２-５５７０

 

臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助）））））））））））））））））））））ののののののののののののののののののののの募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
 

特別児童扶養手当
○対象者

精神または身体の障害を有する２０歳未満

の児童を扶養する父母または養育者

○受給できない方

対象となる児童の児童福祉施設などへの入所、

または障害を理由とする公的年金を受給して

いる方

心身障害者福祉手当
○対象者

２０歳以上で次のいずれかに該当する方

（６５歳以上の新規申請者を除く）

①心身障害者手帳 １・２級の方

②愛の手帳１～３度の方（知的障害中度以上）

③脳性まひ、進行性筋萎縮症の方

○受給できない方

老人ホームなどの施設に入所している方

重度心身障害者手当
○対象者

次のいずれかに該当する方

（６５歳以上の新規申請を除く）

①重度の知的障害があり、著しい精神症状な

どのため、日常生活において常時複雑な介

護を必要とする方

②重度の知的障害と重度の身体障害を重複し

て有する方

③重度の肢体不自由であり両上肢・両下肢と

も機能が失われ、座っていることが困難な

方

○受給できない方

施設への入所、病院または診療所に継続して

３か月以上入院している方

※ただし、いずれの手当ても受給者の所得が所得

限度額を超える場合は支給されません。

■登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項にににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててて
　この制度は臨時職員として働くための希望登録

です。臨時職員が必要となったときに、登録され

た方の中から働いていただく方を選定します。

■対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者対象者
　健康状態が良好で、町内に住所を有する方

■登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録のののののののののののののののののののの方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法登録の方法
　登録は随時行っています。八丈町の指定する

履歴書（総務課で用意しているほか、八丈町ホ

ームページからもダウンロードできます。）に

写真を貼付し、希望の職種（臨時事務職）など

の事項をすべて記入し、総務課庶務係に持参ま

たは郵送してください。

■勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件ななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど勤務条件など
　八丈町臨時職員の任用に関する規程等により

ます。

　雇用の期間や時間等は雇用理由により、異な

ります。

■採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用のののののののののののののののののののの方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法採用の方法
　応募順に臨時職員希望者名簿に登録され、臨

時職員を採用する部署の所属長及びその代理者

が、名簿の中から適任者を選定し、面接などを

実施した後に決定します。

■登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録のののののののののののののののののののの変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更やややややややややややややややややややや抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹抹消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消ににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててて登録の変更や抹消について
（１）登録内容（連絡先など）の変更や、転居

などで登録を辞退される方は、総務課庶

務係までご連絡ください。

（２）登録後３年間採用実績のない方は、名簿

から抹消します。（引き続き登録を希望

される方は再度応募してください。）

問い合わせ 〒１００-１４９８
東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５-１
八丈町役場 総務課庶務係
電話 ０４９９６-２-１１２１（内線２１２）



● INFORMATION 広報はちじょう

18

赤い羽根共同募金／行政相談週間／都市計画審議会

赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金にににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいしししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
 

　赤い羽根共同募金運動が、１０月１日か

ら始まります。たすけあい精神を基調と

して始まった共同募金は、今年で６３回を

迎えます。

　皆さんの深いご理解とご支援により、

昨年の八丈町の募金総額は、約９７万９千

円でした。

　ご協力ありがとうございました。

　八丈町では、八丈町社会福祉協議会な

ど４件に、８５３万４千円分が配分され、

右記のようなことに役立てられました。

今年も、皆さんのご協力をお願いします。

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２
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①歳末たすけあい運動による福祉事業展開活動

②身体障害を持つ方々の施設などの備品整備

③在宅福祉サービスなど地域福祉の増進のため

の備品整備

④保育所の園庭遊具などの整備

⑤老人ホームなど高齢者施設利用者の方々のた

めの備品整備

⑥各種社会福祉団体のための青少年相談事業

⑦乳幼院、母子生活支援施設などで生活する

方々のための施設、備品整備

⑧非行や犯罪防止のための備品整備
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日 時 平成２１年１０月２９日（木） 午後１時３０分から
会 場 東京都庁第一本庁舎特別会議室A
傍 聴 申 込 往復はがきに住所、氏名、電話番号を記載し、下記までお送りください。

平成２１年１０月１４日（水）消印有効 一人一通のみ有効。事前抽選で１５人まで傍聴可。
審 議 案 件 照会は都庁ホームページ（http://www.metro.tokyo.jp）または都庁都市計画課へ
問い合わせ 〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１
及び申し込み 東京都 都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課 計画監理係

電話 ０３－５３８８－３２２５
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　国、東京都、町の仕事などについて「要望
や苦情をどこで相談したらよいかわからな
い」、「処理が間違っている」など、このよう
なときは行政と住民のパイプ役として行政相
談委員が相談に応じます。
　相談は、口頭、電話、手紙、いずれの方法
でも結構ですので、気軽にご相談ください。

八丈町の行政相談委員

 沖 　山   　� 　   　 平 
おき やま しょう へい

八丈町末吉２１８８番地
電話　８－０３２１

こちらでも相談を受け付けています
�行政苦情１１０番（東京行政評価事務所）

電　話　０５７０－０９０１１０

ＦＡＸ　０３－５３３１－１７６１

（ＰＨＳ、ＩＰ電話などをご利用の場合）

電　話　０３－３３６３－１１００

�東京総合行政相談所

電　話　０３－３９８７－０２２９

�総務省のホームページ

https : / /www. soumu .go . jp/hyouka / gyousei-form . html
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戸籍電算化／浄化槽等の現況調査／インフルエンザ予防接種／大島一般廃棄物／生鮮食料品

大島一般廃棄物管理型最終処分場見学会
日　　時　平成２１年１１月１２日（木）　午後１時３０分～

場　　所　東京都大島町差木地地内

募集人員　４０名（現地集合が可能な個人または団体）

申込方法　電話による申し込み

　　　　　（１０月２８日（水）まで・先着順）

申し込み　東京都島嶼町村一部事務組合

　　　　　河野・鈴木　電話　０３-３４３２-４９６１

シリーズ 戸戸籍籍電電算算化化ががははじじままりりまますす！！
第五回　戸籍の附票も電算化！　
　戸籍事務の電算化に伴い、戸籍の附票もコンピュ
ーターにより管理されることになります。電算化後
の附票には、電算化時点での最新の住所のみが記載
され、以後の住所異動が順次追加されていきます。
　電算化前の住所履歴が必要な場合は、「改製原附
票の写し」を発行しますので、請求してください。「戸籍の附票の写し」と、「改製原附票の写し」
の手数料は現在と同じ一通３００円です。

●問い合わせ●　住民課住民係　内線２３７

戸籍の附票とは…？

　記載されている方の本籍地で管理され

ていて、現住所がどこにあるかを明らか

にするためのものです。

島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内ののののののののののののののののののののののののののののののののの浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ののののののののののののののののののののののののののののののののの現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査 調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員ののののののののののののののののののののののののののののののののの募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集にににににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててててててててててててててて
 
　島内の浄化槽等の普及促進の基礎資料とするため現況の設置状況などを調査します。

定　　員　若干名　　　　　　　　　　　　　資　　格　八丈町に住民登録していて、
調査期間　平成２１年１１月～３月末　　　　　　　　　　　おおむね７０歳未満の健康な方
調査範囲　島内一円　　　　　　　　　　　　必要書類　履歴書（町指定のもの・住民課環境係に
選考方法　面接により決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　用意してあります）
募集期間　１０月１日（木）～１０月１６日（金）（土日祝日を除く）

●申し込み・問い合わせ●　住民課環境係　�２－１１２１　内線２３３・２３４

島内生鮮食料品等小売価格調べ
平成２１年８月調べ（単位：円）

前回調査
平均価格
（税込価格）

平均価格
（税込価格）

最高価格
（税込価格）

最低価格
（税込価格）規　　　格

　　区分

品目　　
０１５８１５８１５８１個島内産キャベツ

（中） ２３９２５１３８０１６８１個島外産
１４３２１３３００１５０１袋島内産じゃがいも ２８６２９２３９８１９８１袋島外産

１７１１６１１６１１６１１袋島内産たまねぎ ２２１２８０１８０１袋島外産
１４８２７０２７０２７０１袋島内産きゅうり １４７２０４３００１５８１袋島外産

１９９０００１本島内産大 根 ２２９２９８１３８１本島外産

００００１束島内産ホウレン草 ２１４２５０１８８１束島外産

２３８５２９８５０２４０１束島内産あしたば ５９８５９８５９８１束島外産
８９０６６０６６０６６０国産カルビー

１００ｇ牛 肉 ２９８２３９２９０１９８外国
１９７２０５２９８１６８国産肩ロース

１００ｇ豚 肉 １５３１６５１９８９８外国
１４７１４６１７３１１６国産モモ肉

１００ｇ鶏 肉 １０８８９１００７８外国
３３４３７５４２０３５５地卵（Ｍ）１０個鶏 卵 １３８２２４２５０１９８白
３８３３６６３９０３１８地卵（Ｌ）１０個鶏 卵 １９１１８４２１８１２８白
５７６８３５８５０８１９赤身刺身用

１００ｇま ぐ ろ ６２４７５９１,０２９３９８中とろ
５２６５０４６６０３３０パック入１㎏み そ ３９８４３６６３０２８０ポリ袋入
３４８３５８６３０２３８ボトル入り１Cしょうゆ
３,１０８３,０１６３,４００２,７８０こしひかり５㎏米 ２,４８０２,４７９２,６００２,４００あきたこまち５㎏
２４１２５２３１５１７８上白糖ポリ袋入１㎏砂 糖
５８２５７８７３８３６８ボトル入り１.５㎏サラダ油

２６７２７２３６０１６８パック入り１C
乳脂肪分３．０％以上牛 乳

２,１５３２,１０５２,２６８１,７５８配達料込１８C灯 油
１７６１７８１８７１６６現金レギュラー

１Cガソリン １７９１８３１９５１７６掛売

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザ予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ（中学生以下）
 
※本予防接種は新型インフルエンザのワクチンではあ
りません。新型インフルエンザについては詳細が分
かり次第お知らせします。
※一般の方の日程などは来月号でお知らせします。

接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接 種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

○中学生以下（生後６か月未満の乳幼児を除く）

各日程とも　午後３時～４時
１０月２１日（水）、２８日（水）、
１１月４日（水）、１１日（水）、１８日（水）

接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接 種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種 場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場 所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所　町立八丈病院小児科外来

接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接 種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種 料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金（１回分・税込）　３,５５０円（変更の場合あり）

　　　※中学生以下の方は、２回接種が必要です。

予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時　１０月１３日（火）～１６日（金）

　　　午後１時３０分～３時 ※電話で予約してください

予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話　０４９９６－２－１２６５
●問い合わせ●　町立八丈病院　�２-１１８８
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防災訓練／シニア体力測定／収穫祭／連合音楽会

平成２１年度八丈町防災訓練　１０月５日（月）　中之郷地域で開催
　当日は、訓練のため防災無線で津波発生などの放送をします。間違わないように注意してください。

会 場 中之郷運動場

災害想定 八丈島南方沖を震源とした大規模な地震の発生及びその地震に伴う津波の発生

訓練項目

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

⑨体験訓練（煙体験ハウスなど）⑤避難誘導訓練①情報収集伝達

⑩特別災害地用公衆電話設置訓練⑥避難所開設・運営訓練②災害広報訓練

⑪発電設備設置訓練⑦物資輸送訓練③救出救助訓練

⑫郵便窓口設置訓練⑧応急給水訓練④初期消火訓練

連合音楽会連合音楽会 開催開催連合音楽会連合音楽会 開催開催連合音楽会 開催
第２回 　日　時　10月９日（金）　午後１時40分～３時　

　場　所　三根小学校体育館

島内の各小学校による、日頃の活動の成果を
ぜひご覧ください！

�  「シニア体力測定（後期）」　

　今の自分の体力を知り、転ばない体づくりのために！「測定のポイント」、「体力低下の
秘訣」を伝授します�

�  「健康づくり講演会」　～フェルデンクライス健康法～　

　心地よい体の動きが「脳」を刺激、活性化させます�（大きめのバスタオルを持参ください。）

■問い合わせ■　健康課保健係　電話　２－５５７０

午前９時～１２時

午後１時～２時３０分

「「シニア体力測定（後期シニア体力測定（後期）」・「）」・「健康づくり講演会」開催健康づくり講演会」開催「シニア体力測定（後期シニア体力測定（後期）」・「）」・「健康づくり講演会」開催健康づくり講演会」開催「シニア体力測定（後期）」・「健康づくり講演会」開催

10月26日（月）　八丈町保健福祉センター　　講師：武井正子先生（順天堂大学名誉教授）

　八丈町が整備した和泉体験農場で

第６回収穫祭を行います。田んぼで

の作業を通じて、農業への理解を深

めましょう。皆さんの参加をお待ち

しています。（参加費無料） ■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線２６２・２６１　

■日　時　１０月３日（土）　午前９時～
■場　所　和泉体験農場
　　　　　（鴨川八幡神社手前）
■主　催　八丈島田園空間整備運営委員会

第６回　収穫祭のお知らせ
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文化財ウィーク／講演会個別相談／八高お知らせ／ストレチアまつり

東京文化財ウィーク　「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」ととととととととととととととととととととととととと「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
　八丈町教育委員会では、東京文化財
ウィーク２００９の事業として、「史跡め
ぐり」と「八丈島歴史民俗資料館内の
展示物の解説」を行います。
　八丈町の文化財を、より多くの皆さ
んに知っていただくため、ぜひご参加
ください。

■問い合わせ■
�教育課生涯学習係　
　電話２－０７９７・FAX２－３８５９
　Ｅメール　kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp
�八丈島歴史民俗資料館
　電話２－３１０５

授業公開

（どなたでもご覧いただけます）

八丈高校からのお知らせ ■問い合わせ■　都立八丈高校　電話　２－１１８１

授業公開週間（定時制）　10月19日（月）～23日（金）午後５時30分～９時10分
※詳しい時間割などについては、お問い合わせください。

※給食を食べることもできます（実費）。10月14日（水）までに

　申し込んでください。

＊プログラム＊ 正午～午後１時……八丈太鼓（飛び入り歓迎）

 午後１時～３時……家庭菜園・ハーブ園・花遊び教室

 　　　　　　　　　（先着１５名の方に野菜の苗プレゼント）

 午後３時～４時……ひょんはー（餅つき）体験

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話０４９９６－７－１８０８

 史跡めぐり　～宗福寺・護神山を中心とした史跡めぐり～ 
　町役場から徒歩にて、史跡、文化財などを見学します。

�日　時 １１月２９日（日）午後１時から２時間程度

 役場玄関前に集合してください。

※教育課生涯学習係まで住所、氏名、年齢、連絡先を連絡して

ください。（電話、ＦＡＸ、Ｅメール）

 八丈島歴史民俗資料館ガイドツアー 
　館内に展示している文化財や源為朝・宇喜多秀家などに関する

解説をします。

�日　時 １０月１日（木）～１１月３０日（月）のうち、土、日、祝日

 午前１０時３０分から一時間程度

※事前申込は不要です。直接お越しください。

ストレチアまつりストレチアまつりストレチアまつりストレチアまつりストレチアまつりストレチアまつりストレチアまつり 10月24日（土）
 場所：えこ・あぐりまーと

観光客の皆さんに
は

ストレチアの苗を

プレゼント!!

�保健所から講演会のお知らせです……………………………………�
内　　容 パーキンソン病について～疾患の理解と治療について～
日　　時 １０月１５日（木）午後３時～４時３０分
会　　場 八丈町保健福祉センター　会議室
講　　師 渡邊　睦房先生　東京医科歯科大学神経内科　助教
対　　象 パーキンソン病などで療養中の方、体のしびれ、
 ふるえ、足のもつれ、ろれつが回らないなどの
 症状のある方、そのご家族の方
申込方法　前日までに、電話で申し込んでください。

※１０月１６日（金）に、個別相談も
受け付けます。事前に保健師まで
問い合わせてください。

■問い合わせ・申し込み■
　東京都島しょ保健所八丈出張所
　　　　　保健師　　電話　２－１２９１



● INFORMATION 広報はちじょう

22

法テラス／法の日／法務局登記相談／島しょ法律相談

法テラス 無料法律相談及び情報提供を実施します
１０月１５日（木）　午後１時３０分～５時　大賀郷公民館（２階図書室）

　法テラス（日本司法支援センター）による、無料法律相談及び情報提供が、次のとおり行われます。法
的なトラブルについてお悩みのかた、この機会をぜひご利用ください。

法律相談……弁護士による、４０分の面談方式です。事前予約による先着順で、予定人数に達し次第、
締め切らせていただきます。

情報提供……相談内容に応じた、相談先の紹介や、どのような手続きが必要なのかといった、法制度
などに関する情報を提供します。どなたでもご利用いただけます。

■申し込み・問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０１

「法の日」無料相談開催　 �

内　　容 �登記一般（不動産、法人）の相談
 �土地・建物の調査・測量、境界問題及び

不動産の表示に関する登記の相談
日　　時 １０月２日（金）　午前１０時～午後３時
場　　所 菊池　優　土地家屋調査士事務所
 住所：三根１４３　　電話：２－３０８０

相談担当 東京土地家屋調査士会
 　七島支部　　菊池　　優
 東京司法書士会　　
 　七島支部　　高橋　富雄
後　　援 東京法務局

　東京法務局では、相続や会社の役員変更など

の登記申請に関する相談や、不動産及び会社に

関する一般的な登記相談を開催します。

　登記申請手続などでお困りの方は、ぜひこの

機会をご利用ください。

　東京法務局　登記相談開催　 �

相談内容 登記に関する相談全般
 ※なるべく事前に予約してください。
日　　時 １０月１６日（金）午後１時～５時
 　　１７日（土）午前９時～１２時
 　　　　　　　午後１時～３時３０分
 ※受付は終了時間の３０分前までです。
場　　所 大賀郷公民館　２階

■予約・問い合わせ■　東京法務局八丈島出張所　電話　２－３０８１

　東京都では、島しょに居住される方々が、法的なトラブルに出会った時のために、電話による弁護士の
無料法律相談を行っています。

　■相談日■　月・水・金曜日　　　　■相談時間■　午後１時～４時　

　相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合もございますので、事前に電話でご
予約いただくと確実です。
■事前予約受付■
　　　　　日　　時　月～金曜日　午前９時～午後５時
　　　　　申し込み　東京都生活文化スポーツ局広報広聴部都民の声課　　電話　０３－５３８８－２２４５

　島しょ法律相談　　電話　０３－５３８８－２２４５　 �
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おじゃれ１１万人 ほか

観光　おじゃれ１１万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　内線２６７・２６８

主 な 行 事 予 定主 な 行 事 予 定
１１日（日）各地域  ………………町民体育大会

� 　
１０月

１７日（土）、１８日（日）三根大神宮  …………三根大神宮例大祭

７日（土）、８日（日）優婆夷宝明神社  ……優婆夷宝明神社例祭
� 　
１１月

２３日（月・祝）三島神社例祭・庁まつり　樫立地域
２８日（土）、２９日（日）三島神社例祭・庁まつり　中之郷地域
２９日（日）大潟浦園地周辺  ……夢伝大会

　来島者数・観光客数推計

前年比
観光客（推計）合　　　計海　　　路空　　　　路

２０年度２１年度２０年度２１年度２０年度２１年度２０年度２１年度

－１６.７％５,９９１４,９９１８,６６５７,２１９７８４　６２６　７,８８１６,５９３４月

１３.６％８,４２８９,５７４８,８２６１０,０２６１,５５６１,７１２７,２７０８,３１４５月

－１１.５％５,６１３４,９６７７,４２５６,５７１８７８　９６１　６,５４７５,６１０６月

７.２％８,５９５９,２１８１１,６３３１２,１２６１,６８７２,９４７９,９４６９,１７９７月

１.７％１４,８３８１５,０９３１７,７５６１７,９２５３,７９２４,８０５１３,９６４１３,１２０８月

０.９％４３,４６５４３,８４３５４,３０５５３,８６７８,６９７１１,０５１４５,６０８４２,８１６計

＊空路にはチャーター便が、海路には２１年７,８月の大型客船寄港分が含まれています。
　８月は大型客船が２回寄港し（ぱしふぃっくびいなす（９日）、ふじ丸（２４日））、多くの方にご来島いただきました。

　１１月１３日（金）から１５日（日）宿泊まで、館内機器管理設備点検のた
め休館となります。（１３日は正午まで、１６日は午前９時から営業再開します）

　なお、休館中も午前１０時から午後３時まで、電話による予約を受け付けてい
ます。 

■問い合わせ■　島嶼会館　電話０３－３４３７－３０６１　

機種羽田着八丈島発便名機種八丈島着羽田発便名

Ａ３２０９:５０９:０５８２２Ａ３２０８:３５７:４５８２１
Ｂ７３５１４:１５１３:２５８２６Ｂ７３５１２:２０１１:３０８２３
Ａ３２０１８:００１７:１０８３０Ａ３２０１６:４０１５:５０８２９

【ANA】 ■電話：０１２０－０２９－２２２（無料） 　　※携帯電話の場合　電話：０５７０－０２９－２２２（有料）

�１０月の航路ダイヤ�
【東海汽船】　■電話■　２－１２１１
三宅島・御蔵島経由　東京竹芝─八丈島
「かめりあ丸」・「さるびあ丸」

〈東京竹芝発２２：２０〉　〈八丈島発１０：００〉　

【東京愛らんどシャトル】
　空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）
http://www.tohoair.co.jp/business/dummyindex２.htm
詳しくは　東邦航空予約センター　■電話■　２－５２２２
　　　　　問い合わせ　　　　　　■電話■　２－５２００

特　割往復割引（片道）普通運賃

  １２,５００ 円  １２,７００ 円  １９,８００ 円羽田＝八丈島

１０月１日（木）より大島～八丈島線が休止となり、運航ダイヤも変更になりました。お間違えのないようご注意ください。

島嶼会館の

休館日について



土金木水火月日
３

収穫祭
和泉体験農場
９:００～

２

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

１

１０

おはなし会
八丈町立図書館
１４:００～１５:００

９８７６

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００末

５

八丈町防災訓練

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

４

１７１６

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１５１４

４歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

１３

３～４か月乳児
・産婦健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付保福

１２　体育の日

図書館休館日

１１

町民体育大会
各地域

２４２３２２２１

もぐもぐ離乳食
�  １０:００～１１:３０保福

２０

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

１９

コミュニティセンター休館日

１８

３１３０２９２８２７２６

コミュニティセンター休館日

シニア体力測定
・講演会

�  ９:００～保福

２５

八丈町役場 出張所／三根：２－０３４９ 樫立：７－０００３ 中之郷：７－０００２ 末吉：８－１００３ � 　１００％再生紙を使用しています

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

１０月のゴミ分別回収 燃　…燃えるゴミ　びん　…空きびん　資源　…資源ゴミ　古着…古着の回収　害　…有害ゴミ　金属　…金属ゴミ

SCHEDULE
2009 10　月 上老

坂上老人
福 祉 館

保

保健所町 立
八丈病院

町病

八丈町保健
福祉センター

保福末

末 吉
公民館

三

三 根
公民館

大

大賀郷
公民館

樫

樫 立
公民館

中

中之郷
公民館

土金木水火月日
３２

燃・害

１

１０９

燃・害

８

びん

７
古着
資源

６

燃・害

５

金属

４

１７１６

燃・害

１５１４

資源

１３

燃・害

１２

金属

１１

２４２３

燃・害

２２２１

資源

２０

燃・害

１９

金属

１８

３１３０

燃・害

２９２８

資源

２７

燃・害

２６

金属

２５

温泉休業日

休　　業　　日

５日（月）、１９日（月）、２６日（月）ふれあいの湯

６日（火）、１３日（火）、２０日（火）、２７日（火）みはらしの湯

７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）ザ・ＢООＮ

１日（木）、８日（木）、１５日（木）、２２日（木）、２９日（木）やすらぎの湯

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

診療時間診　療　日

９：００～１９日（月）～２３日（金）耳鼻咽喉科

１３：３０～２３日（金）糖尿病教室

※新規患者の方は、８時３０分から受付となります。

※ふれあいの湯は、温泉井戸掘削工事中のため駐車場が狭くなっています。ご注意ください。

土金木水火月日
３２

金属

１

燃・害

１０９

金属

８

燃・害

７６
古着
資源

５

燃・害

４

１７１６

金属

１５

燃・害
・びん

１４１３

資源

１２

燃・害

１１

２４２３

金属

２２

燃・害

２１２０

資源

１９

燃・害

１８

３１３０

金属

２９

燃・害

２８２７

資源

２６

燃・害

２５

土金木水火月日
３２

金属

１

燃・害

１０９

金属

８

燃・害

７
古着
資源

６５

燃・害

４

１７１６

金属

１５

燃・害
・びん

１４

資源

１３１２

燃・害

１１

２４２３

金属

２２

燃・害

２１

資源

２０１９

燃・害

１８

３１３０

金属

２９

燃・害

２８

資源

２７２６

燃・害

２５

八丈町立図書館特別整理休館

１３日（火）～２７日（火）

住民懇談会　～「ゴミ減量化」を考える
１４:００～・１９:００～

７日（水） � １５日（木） �

１３日（火） � ２１日（水） �

１４日（水） �

末 三

樫 大

中


